
厚生労働大臣の定める掲示事項  

当病院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

○入院基本料について 

ＨＣＵ病棟は、入院患者数１５人の一般病棟で、ハイケアユニット入院医療管理料１を算定して

おります。 

当病棟では、１日に８人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。なお、時間

帯毎の配置は次のとおりです。 

時 間 帯 
１人当たりの受け持ち患者数 

看護職員 

朝８時３０分から夕方１７時１５分まで ４人以内 

夕方１６時３０分から朝９時３０分まで ４人以内 

 

３Ａ・３Ｂ病棟は、入院患者数４８人の一般病棟で、急性期一般入院料２を算定しております。 

当病棟では、１日に１３人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と１人以上の看護補助者が勤

務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

また、当院では看護補助者を活用し、３Ａ・３Ｂ病棟では急性期看護補助体制加算２５対１と夜

間急性期看護補助体制加算１００対１を届出しています。※看護補助者に関して、日曜日は配置

していない。 

時 間 帯 
１人当たりの受け持ち患者数 

看護職員 看護補助者 

朝８時３０分から夕方１７時１５分まで ７人以内 ４８人以内 

夕方１６時３０分から朝９時３０分まで １６人以内 ４８人以内 

 

４Ａ病棟は、入院患者数４５人の一般病棟で、急性期一般入院料２を算定しております。 

当病棟では、１日に１２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と１人以上の看護補助者が勤

務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

また、当院では看護補助者を活用し、４Ａ病棟では急性期看護補助体制加算２５対１と夜間急性

期看護補助体制加算１００対１を届出しています。※看護補助者に関して、日曜日は配置してい

ない。 

時 間 帯 
１人当たりの受け持ち患者数 

看護職員 看護補助者 

朝８時３０分から夕方１７時１５分まで ８人以内 ４５人以内 

夕方１６時３０分から朝９時３０分まで １６人以内 ４５人以内 

 

 

 

 

 

 



４Ｂ病棟は、入院患者数４７人の一般病棟で、急性期一般入院料２を算定しております。 

当病棟では、１日に１２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）と１人以上の看護補助者が勤

務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

また、当院では看護補助者を活用し、４Ｂ病棟では急性期看護補助体制加算２５対１と夜間急性

期看護補助体制加算１００対１を届出しています。※看護補助者に関して、日曜日は配置してい

ない。 

時 間 帯 
１人当たりの受け持ち患者数 

看護職員 看護補助者 

朝８時３０分から夕方１７時１５分まで ７人以内 ４７人以内 

夕方１６時３０分から朝９時３０分まで １６人以内 ４７人以内 

 

○入院時食事療養について 

当病院は、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を

適時（朝食：午前８時、昼食：午後０時、夕食：午後６時以降）、適温で提供しています。 

入院時食事療養費の標準負担額について（１食につき） 

７０歳未満の方 

 

７０歳以上の方 

 

○診療明細について 

※別に掲示しています。 

 

○ＤＰＣ対象病院について 

当院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“ＤＰＣ対象

病院”となっております。 

※ 医療機関別係数１．４５２０（基礎係数１.０４５１＋機能評価係数Ⅰ０．３３９６＋機能評

価係数Ⅱ０．０５６８＋激変緩和係数０．００００） 

 

○関東信越厚生局茨城事務所への届出事項について 

※別に掲示しています。 

 

 

 

区分 標準負担額 

一般（住民税課税世帯） １食４９０円 

住民税非課税世帯 過去１２ヶ月の入院日数 
９０日以下 １食２３０円 

９１日以上 １食１８０円 

区分 標準負担額 

一般（住民税課税世帯）  １食４９０円 

住民税非課税世帯 

（低所得者Ⅱ） 
過去１２ヶ月の入院日数 

９０日以下 １食２３０円 

９１日以上 １食１８０円 

住民税非課税世帯（低所得Ⅰ） １食１１０円 



○特定療養費等について 

１．特別の療養環境の提供（室料差額料金について） 

当院の１日にかかる室料差額料金は、下記のとおりです。（消費税込み） 

区分 室料差額（税込） 病室 備考 

個室Ａ ８,８００円 
３階（３１７） 

４階（４３６） 
トイレ・シャワー付き 

個室Ｂ ６,６００円 

３階（３０８・３１１～３１４・

３１６・３２８・３３１・

３３３～３３６） 

４階（４２８・４３１・４３３～

４３５） 

トイレ付き 

※病状により、個室入室を医師が指示した場合は徴収しないこともあります。 

 

２.保険外負担に関する事項 

別に掲示しています。 

 

○入院料の自己負担について 

長期入院（１８０日を超える場合）、健康保険での会計が一部認められなくなり、入院料の一部

（１日につき１,２００円）を自費会計として頂く事があります。 

 

○医療安全管理者等による相談 

当院では、医療安全管理者等による相談および支援を受けることができます。 

詳しくは、患者相談窓口へおたずねください。 

 

 

 

２０２６年１月１日 

地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 

茨城県西部メディカルセンター 病院長 


